
奈
良
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

次
に
掲
げ
る
出
納
員
の
印
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

一

平
成
二
十
四
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号
で
告
示
し
た
馬
見
丘
陵
公
園
館
に
勤
務
す

る
出
納
員
の
印

二

平
成
二
十
七
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号
で
告
示
し
た
新
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
建
設

室
及
び
ま
ほ
ろ
ば
健
康
パ
ー
ク
管
理
事
務
所
に
勤
務
す
る
出
納
員
の
印

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事
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